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長崎市介護支援専門員連絡協議会 南部ブロック副ブロック長 和田公一 

ごあいさつ 

協議会活動から、今後の展望への期待について 
 

介護保険制度が平成 12 年 4 月から施行され、今年度で 18 年目、長崎市介護支援専門員連絡協議

会も同時に同様の月日を辿ってきております。 

 私が、当協議会にかかわるようになったのが平成 19 年度途中で、広報委員として関わらせていた

だくようになり、翌年には広報委員長として、広報誌「ケアマネちゃんぽん」第 9 号から 27 号の発

行、また、当協議会のホームページの制作運用と、委員の良き仲間と一緒に活動し、現在は南部ブロ

ックの副ブロック長を務めさせていただいています。 

  経過の中、2025 年度の地域包括ケアシステムの実現に向け、制度改正などが行われ、介護保険

制度に関係する周りの制度についても目まぐるしく変化し、我々、介護支援専門員についても、介護

支援専門員のあり方検討会において、質が問われ、法定研修の見直しや試験制度について見直しが行

われ、有資格者に対する資質の強化及び資格取得の入り口部分の強化が図られました。ここ最近の制

度では医療介護の連携の強化にて医療介護の双方での加算の見直し、また、地域共生型の実現に向け

た障害者総合支援法と介護保険制度における共生型サービスが施行され、サービスを機能させるため

にもケアマネジメントが重要であり、介護支援専門員と相談支援専門員が一体的なケアマネジメント

を行っていく必要となってきています。このように介護支援専門員に求められることは多岐に渡って

いますが、そのような現状でありながら介護支援専門員を目指す人材が減ってきています。平成 29

年度の受験者数 13 万人に対し、昨年度は 5 万人弱と半数以下に止まる状況であります。全てのサー

ビス事業においても人材が不足していることもありますが、ケアマネジャーも今後、人材不足してい

くことが如実に現れてくると思われます。 

 2025 年には AI と言われる人工知能を用いた第 4 次産業はあらゆる分野で実働されると言われて

います。介護支援専門員においても AI によるプラン作りが行われていますが、実現にはほど遠い状

況ではありますし、そもそも人の感情の部分に AI が入っていけるかは、人の倫理が失われるのでは

ないかとの懸念もあり、実現には難しいかと思われます。また、AI に頼らないプランはケアマネジャ

ーとしての職を守るためにも重要であります。そのためにも限れた時間の中、限られた人材で質を担

保するためにも、業務の効率化は重要課題であります。 

  今後、ICT や IOT の活用は、それらの課題を解決できる鍵になることは明確であります。事業所

内の PC における業務管理システムの構築や、多職種連携における ICT システムの構築。また、新た

な考えや発想が必要になってくると思います。そのためにも、介護支援専門員一人ひとりが、今後を

見据えたうえで、現状の仕事を見つめ直し、協議会に対し現状を含めた今後の課題について、声を上

げていただくことが大切であり、それは今後の協議会全体の活動の方向性を担うことになると思いま

す。会員皆様の力を一つにすることは、今後の介護支援専門員の職を守るための協議会に対する期待

であり今後の展望であると思いますので、非力かも知れませんが、協議会に少しでも力になれるよう

頑張って行きたいと思います。 

P1  南部ブロック副ブロック長 あいさつ 

P2-3 特集 相談支援専門員との連携 

P4-5 特集 ８０５０問題 

P6  ケアマネ瓦版 

P7  けあまね川柳・編集後記等 

P8  広告 



 

 

介 護 支 援 専 門 員 と 相 談 支 援 専 門 員 と の 連 携 に つ い て 考 え る  

あ い さ ぽ ー と 相 談 支 援 事 業 所 ・ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所  大 峰 史 子  

 

近 年 、 介 護 保 険 サ ー ビ ス と 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 連 携 に つ い て 注 目 が 集 ま っ て い ま す 。 サ

ー ビ ス 事 業 所 に お い て は 共 生 型 サ ー ビ ス が 新 設 。 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 分 野 に お い て は 、 「 介

護 保 険 制 度 の 見 直 し に 関 す る 意 見 （ 平 成 28 年 12 月 9 日  社 会 保 障 審 議 会 介 護 保 険 部 会 ）

に お い て 、 地 域 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け て 、 相 談 支 援 専 門 員 と ケ ア マ ネ ジ ャ ー が 、 支 援 に 必

要 な 情 報 を 共 有 で き る よ う 両 者 の 連 携 を 進 め て い く こ と が 適 当 で あ り 、 具 体 的 な 居 宅 介 護

支 援 事 業 所 の 運 営 基 準 の 在 り 方 に つ い て は 、 平 成 30 年 度 介 護 報 酬 改 定 に あ わ せ て 検 討 す

る こ と と す る の が 適 当 で あ る 。 」 と の 提 言 の 後 、 平 成 30 年 度 改 正 に お い て 相 談 支 援 の 報

酬 の 中 に 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 連 携 加 算 が 新 設 さ れ ま し た 。 こ の 流 れ を 受 け て 、 居 宅 介 護

支 援 事 業 所 と 相 談 支 援 事 業 所 の 2 枚 看 板 を 掲 げ る 事 業 所 も 増 え て き て い ま す 。  

障 害 者 福 祉 の 分 野 に お け る ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 平 成 20 年 ご ろ よ り 法 制 化 が 始 ま り ま し

た 。 障 害 者 の 自 立 し た 生 活 を 支 え て い く た め に 、 契 約 制 度 の 下 で 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 組 み

合 わ せ て 利 用 す る こ と を 継 続 的 に 支 援 し て い く こ と 、 個 々 の 障 害 者 の 支 援 を 通 じ て 明 ら か

に な っ た 地 域 の 課 題 へ の 対 応 に つ い て 、 地 域 全 体 で 連 携 し て 検 討 し 、 支 援 体 制 を 整 え て い

く こ と が 必 要 と さ れ 、 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 充 実 が 進 め ら れ て き ま し た 。 平 成 24 年 市 町

村 に 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の 設 置 、 自 立 支 援 協 議 会 の 法 的 位 置 づ け が 行 わ れ 、 相 談 支 援 体

制 の 強 化 が 図 ら れ て き ま し た 。現 在 障 害 者 総 合 支 援 事 業 法 に 基 づ く 相 談 支 援 事 業 所 は 、「 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 」 「 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所 」 「 市 町 村 委 託 指 定 特 定 ・ 一 般 相 談 支

援 事 業 所 」 「 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 」 「 基 幹 型 相 談 支 援 事 業 所 」 が あ り ま す 。  

 

図 １ ： 現 行 の 相 談 支 援 体 制 の 概 略  
相談支援事業所名 配置メンバー 業務内容 備考 

基幹相談支援センター 

（総合支援法 77 条） 

定めなし 

相談支援専門員、社会福祉

士、精神保健福祉士、保健師

等 

・総合的、専門的な相談の実施 

・地域の相談支援体制強化の取組 

・地域の相談事業者への専門的な 

指導助言、人材育成 

・地域の相談機関との連携強化 

・地域移行、地域定着の促進の取組 

・権利擁護、虐待の防止 

業務内容実施に向けた人員配置

と研修の実施 

■1741 市町村中 429 市町村

25％（H27.4） 

■309 か所（H27.4） 

※長崎市では未設置 

障害者相談支援事業 

実施主体市町村→指定特定相談

支援事業者、指定一般相談支援

事業者への委託可 

定めなし ・福祉サービスの利用援助 

・社会資源を活用するための支援 

・社会生活力を高めるための支援 

・ピアカウンセリング 

・権利擁護のために必要な援助 

・専門機関の紹介等 

地域の実情に応じた役割・機能

分化による。委託と基幹は一体

化、一体的運営も考えられるが、

業務及び業務量の整理等市町村

の体制整備を検討の上実施 

■全部又は一部を委託 89％、市

町村で直営実施 11% 

■単独市町村で実施 55%

（H27.4） 

※長崎市に５か所 

指定特定相談支援事業所 

指定障害児相談支援事業所 

（特定事業所加算事業所） 

常勤・専従３名の相談支援専

門員、うち相談支援専門員現

任研修受講者が１名以上 

・計画相談支援等 

・サービス利用支援、継続サービス

利用支援 

※２４時間連絡体制の確保や困難

事例への対応なども必要 

地域の相談の向上、底上げを目

指す。 

■224 か所（指定特定相談支援

事業所）、138 か所（指定障害

児相談支援事業所）（H27.11） 

指定特定相談支援事業所、 

指定障害児相談支援事業所 

専従の相談支援専門員（業務

に支障なければ兼務可）、管

理者 

・計画相談支援等 

・サービス利用支援、継続サービス

利用支援 

■7927 か所（H27.4） 

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支援事

業者（兼務可）、うち１以上

は相談支援専門員、管理者 

・地域相談支援等 

・地域移行支援、地域定着支援等 

■3299 か所（H27.4） 

※ 相 談 支 援 窓 口 と し て は 上 記 の 他 、障 害 者 就 業・生 活 支 援 セ ン タ ー や 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー

な ど が あ り 、 地 域 生 活 支 援 事 業 に よ る 補 助 等 で 運 営 。  

 

 

特 集  相 談 支 援 専 門 員 と の 連 携       ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ 2 号 （ 201９ .11.1 発 行 ）  

特 集  ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ 2 号 （ 201９ .11.1 発 行 ）    長 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 連 絡 協 議 会  



 

 

高 齢 者 分 野 で の 相 談 支 援 機 関 と い え ば 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー と 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 の

二 つ に 主 に 集 約 さ れ る の に 対 し 、図 1 の よ う に 、障 害 者 の 相 談 支 援 体 制 は 多 機 関 に わ た っ

て お り 複 雑 で す 。 こ の よ う な 背 景 に は 対 象 者 の 年 代 や 、 障 害 種 別 が 多 岐 に わ た っ て い る こ

と 、 役 割 機 能 別 に 細 か く 機 能 分 化 さ れ て い る こ と な ど が 原 因 と し て あ げ ら れ ま す 。 ラ イ フ

ス テ ー ジ を 考 え る と 、 出 生 時 、 発 達 段 階 、 就 学 、 就 職 、 結 婚 ・ ・ ・ と 必 要 な 支 援 の 内 容 は

変 わ っ て い き ま す 。 そ れ ぞ れ の 段 階 で 必 要 な 支 援 を 届 け る た め に は 専 門 機 関 と の 連 携 が よ

り 密 に 取 れ る 相 談 支 援 が 必 要 に な り ま す 。 ま た 、 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所 が 担 う 、 地 域 移

行 支 援 、 地 域 定 着 支 援 と は 、 精 神 科 等 の 長 期 入 院 ・ 施 設 入 所 ・ 刑 務 所 等 法 務 施 設 か ら の 地

域 へ の 移 行 と 定 着 を 目 的 と し て い ま す 。 こ の よ う に 、 社 会 的 課 題 を 解 決 す る た め に 専 門 的

に か か わ る な ど の 機 能 分 化 が 進 ん で い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

な ど 、 い ろ い ろ な パ タ ー ン が 考 え ら れ ま す が 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 連 携 加 算 に お い て は 今 の

と こ ろ ② の 利 用 者 が 介 護 保 険 被 保 険 者 と な っ た 際 の 引 継 ぎ で し か 算 定 を 想 定 し て い ま せ ん 。

介 護 保 険 制 度 は 施 行 と 同 時 に 介 護 支 援 専 門 員 が 位 置 付 け ら れ 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 書 は サ ー

ビ ス 利 用 に は 必 須 と さ れ ま し た が 、 相 談 支 援 専 門 員 は 制 度 か ら 遅 れ て 整 備 さ れ た た め 、 サ

ー ビ ス 等 利 用 計 画 の 作 成 は 未 だ 100％ に は い た っ て い ま せ ん 。  

① の よ う に 利 用 者 が 介 護 保 険 の 対 象 者 で あ る 場 合 は 、 相 談 支 援 専 門 員 が 必 ず し も 必 要 で

は な く 介 護 支 援 専 門 員 が 障 害 の サ ー ビ ス も 含 め て プ ラ ン ニ ン グ を 行 う こ と も あ り ま す 。 ま

た 、 ③ の よ う に 家 族 に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 が い て も 、 相 談 支 援 専 門 員 が つ い て い な い

こ と も あ り 得 ま す 。 こ の よ う な 場 合 も 一 つ の 家 族 の 複 合 し た 問 題 解 決 を 行 う た め に は 相 談

支 援 専 門 員 に 相 談 し そ れ ぞ れ の 専 門 性 か ら ア プ ロ ー チ し て い く 必 要 性 が あ る と 思 わ れ ま す 。

日 頃 か ら 相 談 支 援 専 門 員 と か か わ り を も ち 気 軽 に 相 談 で き る 体 制 を も つ こ と が 必 要 で す 。

と は い え 、 長 崎 市 に お い て 相 談 支 援 専 門 員 が 抱 え る 課 題 と し て は 、 相 談 支 援 専 門 員 の 数 が

十 分 に 充 足 さ れ て い な い こ と が あ げ ら れ て い ま す 。 一 人 職 場 で 十 分 に 研 修 や 相 談 を う け ら

れ な い 事 業 所 も 多 く 、 自 立 支 援 協 議 会 等 に お い て 、 相 談 支 援 専 門 員 の サ ポ ー ト に つ い て 検

討 を 進 め て い る と こ ろ で す 。  

 

自 立 支 援 協 議 会 に つ い て  

自 立 支 援 協 議 会 は 、 地 域 の 関 係 者 が 集 ま り 、 地 域 に お け る 課 題 を 共 有 し 、 そ の 課 題 を 踏 ま

え て 地 域 の サ ー ビ ス 基 盤 の 整 備 を 進 め て 行 く 重 要 な 役 割 を 担 っ て い ま す 。平 成 24 年 4 月

に 法 定 化 さ れ ま し た 。 そ の 後 の 改 正 に よ り 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 障 害 福 祉 計 画 を 定 め 又

は 変 更 し よ う と す る 場 合 は あ ら か じ め 自 立 支 援 協 議 会 の 意 見 を 聴 く よ う 努 め な け れ ば な ら

な い と さ れ ま し た 。 平 成 25 年 4 月 に は 当 事 者 、 家 族 の 参 画 も 明 確 化 さ れ ま し た 。 自 立 支

援 協 議 会 に は 、 法 の 整 備 と 利 用 者 の 生 活 実 態 、 地 域 の 状 況 を し っ か り と つ な ぎ た い と い う

意 図 が あ り ま す 。  

参 加 者 と し て は 、 行 政 機 関 、 サ ー ビ ス 事 業 者 、 保 健 ・ 医 療 、 子 育 て 支 援 、 学 校 、 高 齢 者

介 護 、 相 談 支 援 事 業 者 、 宅 建 業 者 、 障 害 者 相 談 員 、 民 生 委 員 、 企 業 ・ 就 労 支 援 、 当 事 者 な

ど が あ げ ら れ ま す 。 長 崎 市 に お い て も 自 立 支 援 協 議 会 が 設 置 さ れ て お り 、 今 後 は 介 護 支 援

専 門 員 と も 連 携 し 、 共 に 地 域 課 題 の 解 決 に 向 け て 協 力 す る 必 要 が あ り ま す が 、 自 立 支 援 協

議 会 を 知 っ て い る 介 護 支 援 専 門 員 は 少 な い と 思 わ れ ま す 。 高 齢 分 野 で は 、 地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー を 中 心 と し て 地 域 ケ ア 会 議 が 開 か れ て お り 、 重 な る 部 分 も 多 い で す 。 地 域 包 括 ケ ア

シ ス テ ム に お け る 地 域 と は 、多 様 な 人 々 が 住 む 場 所 で す 。現 在 の 制 度 で は 高 齢 者 、障 害 者 、

こ ど も な ど 縦 割 り に 分 か れ た 分 野 が そ れ ぞ れ に 理 想 と す る 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム を う ち だ

し て い ま す が 、 そ こ に あ る 地 域 の 実 情 に 即 し た 、 地 域 目 線 で つ く る シ ス テ ム が 必 要 で す 。

そ れ ぞ れ の 役 割 を お 互 い が 知 り 、 地 域 目 線 か ら の シ ス テ ム を 作 る た め 、 一 人 の 利 用 者 を 通

し て 、地 域 課 題 を あ ぶ り 出 し 、現 在 あ る 機 能 を 十 分 に 活 用 し た 連 携 を 進 め て い き ま し ょ う 。  

 

相 談 支 援 専 門 員 と 介 護 支 援 専 門 員 が 特 に 連 携 を 必 要 と す る 場 面 は  

① 一 人 の 利 用 者 が 介 護 、 障 害 の 両 制 度 を 併 用 す る 場 合  

② 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 が 介 護 保 険 被 保 険 者 と な る 年 齢 に 達 し 、引 継 ぎ を 行 う 場 合  

③ 1 つ の 家 族 の 中 に 介 護 保 険 利 用 者 と 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 が 混 在 す る 場 合  

④ 地 域 の 福 祉 的 課 題 に 協 力 し て 関 わ る 場 合  
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「 8050 問 題 」 名 付 け 親 は 大 阪 府 豊 中  

市 社 会 福 祉 協 議 会 所 属 の コ ミ ュ ニ テ ィ ソ  

ー シ ャ ル ワ ー カ ー で 、 ひ き こ も り の 子 と  

高 齢 の 親 の 世 帯 に 、 収 入 や 介 護 等 の 様 々  

な 問 題 が 生 じ 、 社 会 か ら 孤 立 し て い る 状  

態 を 表 す 言 葉 で す 。  

 我 々 ケ ア マ ネ ジ ャ ー も 直 面 す る こ と が  

多 い 問 題 の 一 つ で す 。 今 回 は 、 南 多 機 関  

型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 立 石 大 輔 様 に  

こ の 問 題 に つ い て 原 稿 を お 願 い し ま し た 。  

 

障 害 と ひ き こ も り の 子 ど も を 抱 え た 高 齢 夫 婦 の 世 帯 の 支 援                 

南 多 機 関 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  相 談 支 援 包 括 化 推 進 員  立 石 大 輔  

少 子 高 齢 化 、地 域 の つ な が り の 希 薄 化 、制 度 や 分 野 の 縦 割 り な ど の 社 会 背 景 に よ り 、「 様 々

な 悩 み が 重 な り 合 う 。」「 ど こ に 相 談 し て よ い の か わ か ら な い 。」「 助 け て と 言 え な い 、 言 わ

な い 。」「 制 度 の は ざ ま に 陥 り 支 援 が 受 け ら れ な い 。」 と い っ た 世 帯 が 増 え て き て い ま す 。  

私 た ち 多 機 関 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー（ 以 下 、多 機 関 ）で は 、こ の よ う な 悩 み を 持 つ 世

帯 の 相 談 を 、 ワ ン ス ト ッ プ で 受 け 止 め 、 そ の 世 帯 に 寄 り 添 い な が ら 悩 み ・ 課 題 を 整 理 し 、

解 き ほ ぐ し 必 要 な 支 援 を 一 緒 に 考 え ま す 。そ の 上 で 力 に な っ て く れ る 人 た ち や 、様 々 な 制

度 な ど 、 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク を 作 る 「 つ な ぐ 支 援 」 を 行 っ て い ま す 。  

 相 談 ケ ー ス は 、 様 々 な 悩 み や 課 題 を 抱 え て い ま す 。 そ の 中 で も 、 最 近 増 え て き て い る の

は 、「 8050 問 題 」 と 言 わ れ て い る 世 帯 か ら の 相 談 で す 。  

 8050 問 題 と は 80 歳 代 の 親 が 50 歳 代 の 生 活 能 力 の な い 子 ど も の 生 活 を 支 え て い る と

い う 問 題 で す 。 こ の 問 題 の 多 く は 子 ど も が 20 歳 ～ 30 歳 代 の 頃 、 何 ら か の 理 由 に よ り 就

労 に 躓 き 、 そ の た め 就 労 せ ず 自 宅 内 で の 生 活 に な っ て し ま い 、 そ の ま ま 30 年 が 経 過 し て

支 え た 親 に 介 護 が 必 要 と な り 表 出 し て い ま す 。 社 会 的 に 孤 立 し 、 生 活 が 立 ち 行 か な く な る

深 刻 な ケ ー ス へ と 発 展 す る こ と も 少 な く あ り ま せ ん 。 こ こ で 一 つ 私 た ち 多 機 関 が 関 わ っ た

ケ ー ス を ご 紹 介 し ま す 。  

 

≪家族構成≫                                  
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父   80 歳 代  要 介 護 1 脳 梗 塞   

軽 度 右 半 身 麻 痺  

母   80 歳 代  

次 男  50 歳 代  広 汎 性 発 達 障 害 ・ 統 合 失 調 症  

   受 診 は 継 続 中  

三 男  50 歳 代  10 年 ほ ど 前 か ら ひ き こ も り  

父  母  

三 男  次 男  
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≪相談経路≫                                  

  父 の 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー よ り 多 機 関 に 相 談 。母 が 父 の 介 護 負 担 も あ り 、次 男 、三 男 の

将 来 に つ い て 不 安 が あ る 。  

≪ 課 題 整 理 ≫                                   

  父   通 所 リ ハ ビ リ を 利 用 、子 ど も た ち の 障 害 に 対 し 理 解 が な く 、次 男 、三 男 に き つ

く 当 た る 。  

  母   父 、 次 男 の 介 護 で 疲 弊 し て い る 。  

  次 男  発 達 障 害 ・ 精 神 疾 患 は あ る が 、在 宅 生 活 は 可 能 。病 院 よ り 紹 介 さ れ た 相 談 支 援

専 門 員 が 関 わ っ て い る が サ ー ビ ス は 未 利 用 。不 安 が あ る と 昼 夜 問 わ ず あ る 交 通

機 関 へ 電 話 す る た め 、 母 は 迷 惑 が か か る と 思 い や め さ せ よ う と し て い る 。  

  三 男  30 歳 代 に 建 築 関 係 の 会 社 を 辞 め さ せ ら れ る 。 い く つ か バ イ ト を す る が 長 続 き

せ ず 、 10 年 ほ ど 前 か ら 自 室 か ら あ ま り で な く な る 。  

≪ 支 援 計 画 ≫                                   

多 機 関 で 世 帯 の ア セ ス メ ン ト を 行 い 、多 機 関 主 催 で 、父 の 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 、次

男 の 相 談 支 援 専 門 員 、次 男 の 主 治 医 と 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー で 世 帯 の 情 報 共 有 と 支 援

方 法 に つ い て の ケ ア 会 議 を 開 催 し ま し た 。  

父  ： 今 ま で 通 り の 支 援 を 継 続 す る 。  

母  ：多 機 関 が 次 男 の 主 治 医 に 相 談 、主 治 医 よ り 、母 に 対 し 病 気 に つ い て の 説 明 を

再 度 行 う 。「 電 話 を か け る こ と は 、本 人 が 不 安 感 を 払 し ょ く す る た め の 行 動 で

あ り 、 ま た 、 先 方 の 電 話 対 応 も 仕 事 の 一 つ で あ る た め 迷 惑 に 思 う 必 要 も 止 め

る 必 要 は な い 」 と 母 へ の 理 解 と 変 化 を 促 す 。  

     関 わ る こ と が 多 い 父 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー 、 通 所 リ ハ ビ リ に も 母 の 様 子 を 気 掛 け

て も ら う 。  

次 男：相 談 支 援 専 門 員 に も 定 期 訪 問 を 継 続 し て も ら い 、次 男 と の 関 係 を 作 り な が ら

支 援 へ と つ な げ て も ら う 。  

   三 男 ： 多 機 関 で 、年 金 支 払 い 免 除 に 関 し て の 手 続 き か ら 話 す 機 会 を 持 つ 。顔 を 見 て

の 面 談 で は な く 、 ド ア 越 し で 行 い 、 月 に 1 回 訪 問 を 継 続 し 、 少 し ず つ 話 が で

き る 関 係 を 作 っ て い く こ と に な る 。  

 

そ れ ぞ れ の 機 関 が 関 わ り な が ら 、単 独 で 動 く の で は な く 、情 報 を 共 有 し 支 援 の ネ ッ

ト ワ ー ク を 作 っ て い く こ と に な り ま し た 。  

 

 8050 問 題 は 長 期 高 齢 化 す る こ と で 、介 護 、障 害 、生 活 困 窮 等 、様 々 な 問 題 が 生 じ て き

ま す 。ま た 、世 帯 は 孤 立 し 、気 づ か れ な い ケ ー ス が 多 い で す 。親 の 支 援 と し て 世 帯 に 入 っ

て い く ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 方 々 が 、問 題 に 気 付 い て も ら う こ と が 支 援 に つ な が る 一 番 の 近 道

で は な い か と 考 え て い ま す 。8050 問 題 は 複 合 的 な 課 題 を 抱 え て お り 、支 援 は 長 い 時 間 が

か か り 、一 つ の 機 関 だ け で 関 わ っ て い く に は 難 し い 問 題 で す 。一 つ の 機 関 が 抱 え 込 む の で

は な く 、様 々 な 機 関 と 協 働 し 一 歩 ず つ 進 ん で 行 け る よ う 、皆 様 と 共 に 力 を 合 わ せ て い き た

い と 考 え て い ま す 。  
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「体力の限界と共に」         
喜寿になった父は自転車で北海道一周に挑戦した。「ペダルを踏めども踏めども一直線の道がさらに遠

ざかっていく景色。その中を、特にオホーツク海から吹き付ける強風と雨に苦しみながら次の宿泊地を

進む毎日だった」と聞く。悪天候の日が続き心配していたが、午前３時半の夜明けとともに準備、５時

の出発、目的地までは午後４時を目安に走り続ける。宿に到着した後は自転車の点検・補修・日記をつ

け身体を休める毎日。長崎を出発し、新千歳までは空の旅。千歳から太平洋へ向け、襟裳岬・納沙布岬・

宗谷岬とペダルを踏む。広い道路幅、中央線を大幅に超えてロードバイクに乗った父を追い越していく

大型トラックを想像しただけでも約 1500 キロを走破した父の体力は果てしない。13 日間、サイクリ

ングの旅の連絡を受けながら、長崎から翌日の宿泊地の手配。私も一緒に旅をした気分にさせてもらっ

た。いつの日か、父が通った同じ景気・風を感じてみたい。 

ペンネーム さびとり名人 

 

みなさんご存じのとおり 10 月から特定処遇改善加算が始まりました。 

しかし、介護職員以外の職種への配分は微々たるもの。ましてや居宅のケアマネは全くの対象外。 

「なんだかなぁ～」と思いながらも、深刻な介護職の人材不足が解消してくれれば願ったり叶ったりな

んでしょうか。（うちの法人は年中求人募集中！ブラック企業か！！） 

いろいろなところから声は上がっているようですが、これから先、ケアマネ等、他の職種の処遇が改

善されることを。そして、そして、いつの日か私の家庭での処遇も改善されるとき（来るのでしょうか？）

を期待して地道に励んでいこうと思う今日この頃です。 

「ぼやき」         ペンネーム ちゃ～り～ぶらうん 

ケアマネかわら版 ケアマネちゃんぽん第３2 号（201９.11.1 発行）  長崎市介護支援専門員連絡協議会 

多機関型包括的支援体制構築モデル事業 研修会 

日時 令和 2 年２月１９日（水）１３時３０分から 

場所 長崎県勤労福祉会館 ２階 講堂 

主催 北・南多機関型地域包括支援センター 

※詳細につきましては、後日案内をお送りいたします。 

制度のはざまって、何  
～多機関型の取り組みから～ 

8050 問題 

DV・虐待 

障害年金 

知的ボーダー 

ひきこもり 

研 修 

案 内 

管理者フォローアップ研修（居宅） 
テーマ：「ケアプラン点検から見えてきた 

管理者の質・事業所の質」 

対象者：居宅管理者 

講 師：合同会社介護の未来 代表 阿部充宏氏 

日 時：令和２年1 月31 日（金）13：30～16：30 

場 所：長崎県看護協会 長崎会館 5 階研修室 

主 任 介 護 支 援 専 門 員 研 修 
テーマ：（仮）「スーパービジョンの 

必要性を理解する」 

対象者：主任介護支援専門員 

講 師：株式会社フジケア 取締役社長 白木裕子氏 

日 時：令和2 年3 月12 日（木）10：00 から16：00 

場 所：長崎県総合福祉センター 5 階大会議室 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事務局、青葉苑の吉田です。 

電話、書類関係等で関わる機会もあると思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

（青葉苑・吉田） 

事務局便り… 
 

 

 

 

 

 

 

 ブロック長 副ブロック長 広報委員会 

委員長：松尾 智香子（長崎記念病院指定居宅介護支援事業所） 

委 員：溝口 真由美（長崎市社会福祉協議会北部居宅介護支援事業所） 

    高橋 由香（長崎県看護協会ケアプランセンター） 

    大峰 史子（あいさぽーと相談支援事業所・居宅介護支援事業所） 

    八木 一夫（長崎ダイヤモンドスタッフ㈱南部ケアプランセンター） 

    笹田 典子（介護付有料老人ホーム サンハイツ富士見） 

増山 和隆（ケアハウス城山台ソラール） 

南

部 
大町 由里 
（青葉苑） 

志岐美津子（恵珠苑 居宅介護支援事業所）  
和田 公一（ケアプランセンター結糸） 

中

央 
松尾 史江 
（ケアプランセンター ゆめライフ）  

榊  寿恵（長崎市江平・山里地域包括支援センター） 
水頭 正樹(居宅介護支援事業所 牧島荘 )  

北

部 
吉川 光義 
（ケアプランセンター花） 

迫 久美子（ケアサポート春） 
吉田 裕（指定居宅介護支援事業所 サンハイツ） 
田中 秀和（社会福祉法人 平成会） 

施

設 
野濱 真悟 
（社会福祉法人 致遠会） 

松原 尚也（介護老人保健施設 ナーシングケア横尾） 

 

編集後記… 

ケアマネちゃんぽん第３２号（201９.１１.１発行）           長崎市介護支援専門員連絡協議会 

たまには明るい話題が欲しいと広報委員の願いを込め

て、今回、けあまね川柳を募集しました。たくさん笑わ

せてもらいました。 

特集であった「8050 問題」「相談支援専門員との連携」

など、日々、難題と向き合う中でも、やっぱり笑うゆと

りは持っていたいな～と思いました。今回応募して下さ

った方々、本当に有難うございました。 

皆さん!!一句いかがですか？いつでもお待ちしており

ます。 

                  文責：高橋由香 
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司法と福祉との連携 
こんなことでお困りではありませんか？ 

*** 取 り 扱 い 業 務 *** 
🔶個人向け 

遺言・遺産分割・死後事務・離婚・成年後見・交通事故・B 型肝炎訴訟・虐

待対応・医療事故・介護事故・不動産トラブル・刑事事件・その他高齢者障

害者に関わる法律問題･･･etc 
＊ 成年後見・遺言・遺産分割に関しては、利用者及びそのご家族に関わる 

介護支援専門員の方からの相談も受け付けています。 
🔶法人向け 

顧問業務・労務管理・クレーム対応・債権回収・契約書等のチェック・講義

研修依頼･･･etc 

 

 

弁護士  石 井 精 二 

弁護士  小 林 正 博 

弁護士  今 井 一 成 

弁護士（社会福祉士・精神保健福祉士） 

  伊 藤  岳 

弁護士  福 島 一 代 

（長崎県弁護士会所属） 

 崎 陽 合 同 法 律 事 務 所 

〒850-0876 長崎市賑町５番２１号 

パークサイドトラヤビル４０１ 

ＴＥＬ ０９５－８２７－３５３５ 

ＦＡＸ ０９５－８２３－０６１６ 

ホームページ www.kiyougoudou.com/ 

 私たちが対応します！ 
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